
 

能舞台の施設使用について 
 

彦根城博物館の能舞台は、建築後 200年以上経過する貴重な文化遺産です。その使用にあたって

は、文化財としての価値を損なうことなく、また館内観覧者の妨げとならぬよう努めることが必要

です。以下に使用についての制限や注意事項等を示しますので、ご確認のうえ使用許可申請を行い、

使用にあたっては必ず遵守してください。 

 

1 施設使用の制限 

(1)  能舞台の使用は、わが国の伝統芸能（能・狂言・仕舞・日舞・雅楽等）の公演等に限るも

のとします。ただし、彦根城博物館（以下「館」という。）が必要と認めた場合はその限り

ではありません。 

(2)  通常の博物館運営および事業を制限もしくは変更せず実施可能な場合にのみ施設の使用

を許可することとし、また施設使用中においても博物館施設の運営に関しての変更や制限は

行いません。 

(3)  営業行為、営利を目的にするもの、来館者等の不特定多数に対し料金を別途徴収するもの

は禁止します。ただし、館が必要と認めた場合はその限りではありません。 

(4)  当館は国宝および重要文化財を含む貴重な美術工芸品等を収蔵・展示する施設であること

から、使用者は外気の流入禁止等資料保護上の制限があることを十分認識した上で使用して

ください。資料保護上問題があると判断される施設使用は許可できません。 

(5)  能舞台での活動を観覧者に見られることを前提で使用を許可するため、観覧経路を制限も

しくは規制することは許可できません。また、能舞台での活動を観覧する以外の目的で正面

見所（観覧席）を使用することはできません。 

(6)  能舞台の保護を図るため、舞台・地謡座 600kg（約 10人）、後座 250kgを能舞台の加重限

度とします。これを超える重量がかかる使用は禁止します。 

(7)  音響等で展示室等の観覧に支障が生じると判断される場合は、使用を許可しません。 

 

2 施設の使用上の注意 

  施設予約から使用前日まで 

(1)  ご利用予定日の施設の空き状況を、電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせく

ださい。なお、施設使用の仮予約・予約受付は、使用しようとする日の 6 ヶ月前からとしま

す。ただし、同一の事業における複数日の仮予約等はご遠慮ください。 

※施設使用日が申請日の翌年度である場合、3 月末の議会承認を経て、当館のスケジュール

が確定いたしますので、ご留意ください。 

(2)  施設の仮予約が済みましたら、文化財保護の専門的な視点での確認のため、彦根市文化財

課に施設使用にあたる事前協議をお願いいたします。 

(3)  文化財課の承認が得られましたら、彦根市電子申請サービスより、施設等使用許可申請を

行ってください。申請を確認した後に、管理課の担当者より別途連絡を行いますので、詳細

等の協議をお願いします。なお、協議は原則メールで行いますが、来館される場合は、担当

者と日程調整をしてください。 

 

(4)  施設等使用許可申請後、やむを得ずキャンセルすることになった場合は、速やかに館に連

絡してください。 



 

(5)  使用者において能舞台に持ち込む機材等がある場合は、あらかじめ館職員の許可を得てく

ださい。能舞台を損傷するおそれがある器具等の使用については、相当の養生を図り、事前

に館職員の確認を得てください。 

施設使用当日 

(1)  館には一般用駐車場が無いため、施設使用者および関係者は、近隣の有料駐車場を利用し

てください。ただし、荷物搬入用車両として 3台まで館関係者用駐車場への駐車を許可しま

すので、必要な場合は必ず事前に台数や車種等を申告してください。なお、施設管理上、彦

根城黒門券売所職員にも共有いたします。 

※ 城内は 10km/h 規制を守り、彦根城黒門券売所通過時には券売所職員に館の利用者で

ることを告げ、走行時は城観覧者に十分注意してください。 

※ 使用日当日に車両ナンバーと所有者を警備員室前で記録用紙に記入してください。 

※ 城内および館駐車場内での事故等については、館は一切責任を負いませんのでご了承

ください。 

※ トラブルの原因となるため、無許可の車両駐車は固く禁止します。 

(2)  使用者は各自、準備、休憩の場合にあっても館内において館観覧者に対し不快となるよう

な言動（大声で話す等）は慎んでください。 

(3)  館内（使用許可場所以外）での練習、不適切な衣装等での観覧や徘徊は禁止します。 

(4)  使用者(主催者)は、施設使用中は館受付付近に問い合わせ対応係員を常に配置し、関係者

および利用者に対し、各種問い合わせ等に対応するものとし、能舞台等への適切な誘導を行

ってください。また、公演等で招待客がある場合は、必ず使用者側で受付を設置してくださ

い。 

(5)  施設使用者の靴は、正面玄関もしくは関係者通用口においてビニール袋に入れて館内まで

持ち込み、各自で管理するか当館のコインロッカーにお預けください。履き違え等の事故が

起こる可能性があるので、その旨あらかじめ利用者全員に周知してください。（館では靴の

履き違え等には責任を負うことはできません。） 

(6)  館内での飲食は禁止します。ただし、演者等が飲食を要する場合は事前に館職員と打ち合

わせのうえ、館職員が指定する場所でのみ許可します。 

(7)  当館は全館禁煙です。 

(8)  能舞台の使用によって生じたゴミの処理は、使用者の責任においてお持ち帰りください。 

(9)  施設使用者の荷物等は使用者側で管理し、その発送や受取は使用者側の責任において行っ

てください。 

 

緊急時の対応 

(1)  能舞台使用中、または使用前に悪天候になった場合等で、正面見所を開放している場合は、

一部または全部を閉めて対応することがあります。 

(2)  能舞台使用中であっても、当館が館内放送を行うことがあります。施設使用者の都合によ

る放送の中止等は行いません。また、緊急時以外にも当館の事業案内等の放送を行うことが

あります。 

 

3 施設の使用時間 

(1)  能舞台等の施設の使用時間は、午前 8時 30分から午後 5時までとします。 

(2)  令和 8 年 10 月 1 日以降の能舞台等の施設の使用時間は、午前 9 時から午後 5 時までとし

ます。なお、冬季（12月から 2月）は、午前 9時から午後 4時 30分までとします。 



 

(3)  上記の時間内に準備・後始末を完了し、館職員の点検後に退館してください。 

 

4 施設使用料等 

(1)  施設使用料、観覧料、損料はそれぞれを掲げる別表に基づき徴収します。 

(2)  別表 3 に記載されていない道具については使用者側で準備してください。（ただし、事前

に持込物品について、館職員に申告し許可を受けてください。） 

(3)  能舞台使用者は、原則として施設利用料金の他に別途、能舞台使用人数分（使用者による

招待客等含む）の展示観覧料のお支払いが必要です。（別表 2をご参照ください。） 

※ 正規観覧料の 60％の金額で対応可能です。 

※ 施設使用者は名札、リボン等の目印を身につけてください。 

※ 精算時に入館した人数に基づき、展示観覧料を施設使用料に加算して請求します。 

 

5 施設使用許可の取り消し等 

(1)  彦根城博物館施設等使用許可書の注記および当該使用にかかる注意事項等が遵守されな

い場合、または遵守されないと判断される場合は、使用中であっても直ちに使用許可を取消

し、撤収および退去を求める場合があります。 

(2)  施設使用中および使用後に、彦根城博物館施設等使用許可書の注記および当該使用にかか

る注意事項等が遵守されなかったことが判明した場合は、次回からの使用を許可しない場合

があります。 

 

6 疑義の決定 

能舞台等の使用について疑義が生じたときは、館と協議して決定することとし、使用者はそ

の決定に従ってください。 

 

 

別表 1 施設使用料 

場所区分 時間区分 使用料 時間区分 使用料 

能舞台 

 

楽屋・和室・ 

鏡の間含む 

練習（準備）

全日 

8:30～17:00 

17,200円 
公演全日 

8:30～17:00 
34,500円 

練習（準備）

午前 

8:30～12:00 

8,700円 
公演午前 

8:30～12:00 
17,400円 

練習（準備）

午後 

13:00～17:00 

10,400円 
公演午後 

13:00～17:00 
20,900円 



 

 

木造棟 局 
全  日 

8:30～17:00 
3,710円 

午  前 

8:30～12:00 
1,980円 

午  後 

13:00～17:00 
2,330円 

  ※ 令和 8年 10月 1日以降の能舞台等の施設の使用時間は、午前 9時から午後 5時までです。

冬季（12月から 2月）は、午前 9時から午後 4時 30分までです。 

   ※ 練習利用は、当館で公演利用をされる方のみ適用します。 

 

別表 2 観覧料 

 

個人（29人以下） 団体（30人以上） 

一般 420円×   人 一般 340円×   人 

小中学生 210円×   人 小中学生 170円×   人 

 

別表 3 損料（単価は半日使用の場合です。全日使用の場合は 2倍して算出します。） 

種  類 単位および単価 種  類 単位および単価 

正面見所椅子・

ガラス戸※ 
1式 3,140円 毛せん 1枚 100円 

五色幕 1式 520円 長机 1台 50円 

屏風 1隻 520円 椅子 1脚 30円 

能舞台用スポッ

ト・ライト 
1式 1,040円 

コンセント 

※ 
  1箇所 310円 

簡易ワイヤレス

アンプ（マイク

含） 

1式 530円 

局照明器具 1台 310円 

電熱器 1台 100円 

見所冷房 1時間  320円 見所暖房 1時間 260円 

※ 正面見所椅子・ガラス戸は、正面見所の観覧席を使用する、もしくはガラス戸を開放する場

合に徴収します。 

※ コンセントは、使用者所有の機器を使用する場合に徴収します。 

 

＜その他 無料で使用できる備品＞ 

床几、葛桶、めくり台（大中小）、見台 

※ 各備品の数量等は事前に当館までご確認ください。 

 


